
自主防災組織の結成に向けて 

 

自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る。」という、地域住民の連携に基づ

き結成される防災組織です。 

自主防災組織は、災害の発生時に、地域住民が連携し、助け合って、お互いの身を守るた

めの防災活動を行います。 

 

１、自主防災組織の必要性 

（１）大規模災害では、公共機関による迅速な支援、救出、救護が期待できないことがあり

ます。 

このような場合、地域内の災害時要援護者となる高齢者、障がい者、介助が必要な方

に救助の手を差し伸べることができるのは、身近にいる地域の皆さんしかいません。 

 

（２）町では、町内全地区に自主防災組織の結成をお願いしたいと考えています。 

日ごろからの訓練の他、災害発生時における避難誘導、救出救護活動等、役割を分担

し体制整備を図ることにより、災害時要援護者、避難経路、避難所情報などを共有する

ことで、多くの命を守ることができます。 

 

２、自主防災組織の活動 

（１）平常時の活動 

　　①防災意識の普及 

　　②危険箇所等の巡視・点検 

　　③防災訓練の実施　（情報伝達訓練、消火訓練、避難訓練など） 

　　④防災用資機材の準備 

　　⑤災害時要支援者等の把握（町より情報提供） 

 

（２）災害時の活動 

　　①情報収集・伝達　（連絡・通報） 

　　②避難・誘導　　　（要援護者の避難所への誘導、一時避難所の開設） 

　　③救出・救助　　　（負傷者の救出） 

　　④医療・救護　　　（応急手当、救護所への搬送、救護） 

　　⑤応急活動　　　　（初期消火活動、危険個所の確認等） 

　　⑥給食・給水　　　（災害が長期にわたる場合の炊き出し、給食配布、給水） 

 

 

 



（３）平常時の主な活動 

　 

 

 

 
項　　目 具 体 的 な 活 動 内 容 備　　考

 

①災害に備えるた

めの活動

 

・防災資機材の整備 

・備蓄品の管理

 

町は、資機材を整

備するための補助

金を整備します。

 

②災害による被害

を防ぐための活動

 

・地域の危険個所の把握 

・地域の避難経路、避難場所の把握 

・地区防災マップの作成

 

町は、地域独自の

ハザードマップ作

製を支援します。

 

③防災訓練等、災害

時の活動の習得

 

・消火訓練の実施 

・避難訓練の実施

 

特別な訓練を行わ

なくても、地域行

事などの内容を工

夫することで実施

できます。

 

④普及啓発活動等

 

・防災講演会等の開催 

・宅内火器器具等の点検・整備の呼びかけ

 

啓発チラシや、視

察の実施なども含

まれます。



（４）災害時の主な活動 

 

 
項　　目 具 体 的 な 活 動 内 容 備　　考

 

①情報収集・伝達活

動

 

・被害情報・救援情報の収集と伝達 

・防災機関（町、自治センター）との連絡

 

町は、避難情報、被

害状況など、災害

情報を共有する手

段を構築します。

 

②避難誘導活動

 

・一時避難場所（集会施設等）の開設 

・住民を避難所へ誘導 

・住民の安否確認

 

命を守る行動を最

優先に、地区集会

施設等を開放しま

す。

 

③救出救助活動

 

・負傷者の救出救護 

・介助が必要な人への手助け 

・町との連絡、対応検討

 

町、消防団、自主防

災組織との協力体

制を構築します。

町から情報（要支

援者名簿等）を提

供します。

 

④医療救護活動 

⑤応急活動 

※町主導で対応

 

・応急手当、搬送等 

・初期消火活動 

・災害復旧活動

 

町、地元消防団の

指示のもと、協力

する体制を構築し

ます。

 

⑥給食・給水活動 

※町主導で対応

 

・食料、飲料水の調達と炊き出し 

・救助物資の受領、分配

 

避難生活が長期に

わたる場合、町の

指示により対応し

ます。



３、組織の性格 

　（１）自主防災組織は、行政区の内部組織として位置付ける。 

　（２）自主防災組織の経費は、行政区が負担する。 

　（３）自主防災組織には、当該行政区域の住民全てが参加する。 

 

４、自主防災組織の設立 

　　　①設立に関する住民合意（課題等の整理、調整） 

　　　②区総会に提案　　　　（設立規約、役員体制） 

　　　③町に設立報告 

　　　④活動開始 

 

５、その他 

　　　①規約（案）※町担当で、ひな形を準備 

　　　②組織体制（案）※各行政区の区役員名簿等を引用する 

　　　③地区防災計画は、地区防災活動の基本方針や地区の役割、行動内容を示した指針 

として地区ごとに作成し、町地域防災計画に盛り込む。 

　　　　（石川地区・沢田地区・山橋地区・中谷地区・母畑地区・野木沢地区） 

　　　④各自主防災組織（行政区）においては、災害時の役割や、活動内容などを話し合う。 

　　　　（日常、災害時の行動方針など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当　　　　　　　　　 

防災環境課　防災安全係　　 

TEL：0247-26-9127　 

FAX：0247-26-0360


